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1 本目録には，備後国世羅郡西上原村 極楽寺文書を掲載した。

2 目録の各項目は以下のとおり。

請求番号 本文書群の群番号（199205）と，この項目の記号を組み合わせたものが請求記

号になる。

【例】 28/1 → 199205／28／1

表　題 資料に原表題のあるものはそのまま採り，ないものは適宜付与し〔　〕書きで

表記した。内容等で補記すべきものがあれば（　）で補った。集合形態をした

資料の内訳を示す場合には，頭に“ ◦”を付けた。

年　代 資料に記された作成年月日を採り，推測した場合は（　）書きで表記した。

作　成 資料に授受関係のあるものは → で結んで表記した。多人数にわたるものは，適

宜「他○名」と略記した。

形　態 資料の形態を記した。

数　量 資料の点数を記した。

3 文書の排列は請求記号順とした。

4 利用の参考のため，本文書群の概要を冒頭に付した。

5 本目録で使用している日本語文字のうち，JIS規格（JIS X 0208, 1997）に含ま

れないものは， （より）である。これは，特殊な方法で表示してあるので，

文字として検索すること，および，テキストとして抽出することはできない。

本ファイルの利用にあたっては，その点に留意されたい。

広島県立文書館ホームページ http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/bunsyo/monjokan/

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/bunsyo/monjokan/


【文書群概要】

備後国世羅
せ ら

郡西上原
にしうえはら

村　極楽寺
ごくらくじ

文書（請求記号 199205）

備後国世羅郡甲山町西上原にある浄土宗の寺院，極楽寺に伝わった古文書。

出　所 極楽寺

旧支配 広島藩領（家老東城浅野家蔵入地及び明知）

出所地名 備後国世羅郡西上原村

分　量 77点（76通，1包）

収蔵までの経緯 浄土宗極楽寺には古文書が少なからず保存されていたが，雨漏りなどにより破

損していた。本堂・庫裏の再建の際，同寺より希望者に古文書を分与（時期未詳）。平成 4年（1992）

9月，分与を受けた同寺檀家惣代波田一夫氏（当時，県立文書館地方調査員）より当館に寄贈。

年　代 年不詳のものを除けば，ほとんどが幕末期の元治から慶応年間のもの。

組織歴・役職履歴等 元治元年（1864）4月，世羅郡でも農兵が取り立てられ，同寺住職の転誉は農

兵組頭となった。

主な内容 元治元年 4月の農兵取立てから二度の長州征伐の同郡農兵に関する資料が主である。

この他に，鳴物停止など藩からの通達文書もある。

参考文献 西村 晃（NHK学園『古文書通信』18，1993.8），県立文書館収蔵文書の紹介展示18「戦

場に駆り出された農兵たち―世羅郡西上原村極楽寺文書から―」（平成 9年 8月 8日開催），広島県立

歴史博物館展示図録『幕末の動乱と瀬戸内海』（平成22年度秋の企画展，平成22年10月）

（2011. 4.14記述／西村 晃）



備後国世羅郡西上原村　極楽寺文書（199205）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 数量

1 口演頭書（農兵取立ニ付心得方） 子（元治元） 4. 進藤八郎右衛門→農兵共 切継紙 1通

2 大急申達（農兵之内砲術相嗜候者百人広
島へ呼び出しニ付申達書）

　　　　6.18 進藤八郎右衛門→極楽寺 切継紙 1通

3 〔農兵広島へ出立ニ付取約方大急申達
書〕

寅（慶応 2） 6.23 郡御役所調役→極楽寺 切紙 1通

4 〔農兵広島へ呼び出し之節出府ニ不及
旨達書〕

（慶応 2） 6.23 進藤八郎右衛門→極楽寺 切紙 1通

5 〔芸州口一之先へ国境守衛出兵ニ付奉
書写〕

（慶応元）11. 7 小笠原壱岐守・板倉伊賀守→
御名（浅野茂長）殿

切継紙 1通

6 〔征長出陣口配置大名名簿写し〕 　 　 切継紙 1通

7 〔奉書末々迄触方ニ付添書〕 （慶応元）11.21 　 切継紙 1通

8 〔農兵組頭・御代官直支配等ニ付申付
書〕

　 →西上原村浄土宗極楽寺住持
転誉

切紙 1通

9 態申遣ス（農兵伍長井折村友助・農兵本郷
村与市申付書）

寅（慶応 2）正. 世羅郡御役所→農兵組頭転誉 切紙 1通

10 三谷鉄五郎書状（農兵人撰ニ付） （元治元） 7.12 →極楽寺転誉様 切紙 1通

11 〔大目付永井主水正等旅宿構ニ付取締
方申達書写〕

（慶応元）11.15 　 切紙 1通

12 廻章（釼術御見分当日諸入用并ニ稽古中入
用割帳面順達等ニ付）
※包入

　　　　7. 7 西上原村極楽寺・寺町村康徳
寺→賀茂村 西上原村迄御役
人中様

切継紙 1通

13 急御用書翰（貴寺境内におゐて木砲取調
ニ付願書）

　　　　7.29 郡用所 忠作→極楽寺様 切紙 1通

14 〔五節句并月次御礼差止ニ付達書〕 　　　　7. 　 切紙 1通

15 〔征長解兵ニ付達書〕 （慶応 3）正. 　 切紙 1通

16 〔公方様薨御鳴物停止ニ付達書〕 （慶応 2） 8.26 　 切紙 1通

17 〔鳴物不及用捨ニ付達書〕 （慶応 3） 2.26 　 切紙 1通

18 〔長州軍侵入ニ付防戦覚悟心得方御意
写〕

　 　 切継紙 1通

19 寺町村又太郎書状（農兵組分ヶ書貫写し
等送り申候）

　　　　4. 6 →極楽寺様 切紙 1通

20 急廻状（急御用ニ付極楽寺迄出張方）
※包入

　　　　6.22 農兵組頭→西上原村・赤屋村・
東上原村・川尻村・小世良村・
甲山町33名

切継紙 1通

21 広しま 小太郎書状（出兵農兵交代取計
方願書）

　　　　7.21 →西上原極楽寺様 切継紙 1通

22 直三郎・徳之助書状（農兵入用之品送り
方ニ付依頼）

　　　　6.27 →極楽寺様外 1名 折紙 1通

23 〔丑年中領内孝子・奇特者褒美米銀下
渡ニ付達書〕
※ 23～49は 1括

　　　 正. 　 切継紙 1通

24 〔寅年中領内孝子褒美米下渡ニ付達書〕 　　　　2. 8 　 切継紙 1通

25 〔別紙返戻ニ付達書〕 寅（慶応 2） 7.14 　 切継紙 1通

26 〔別紙申達書〕 　　　　8.26 進藤八郎右衛門→極楽寺 切継紙 1通

27 〔別紙進達書〕 　　　　9.14 進藤八郎右衛門→極楽寺 切紙 1通

28 従公儀被仰出候御書付写 （9.17～20） 　 包 1包
（ 2通）

28/1 ◦〔鳴物不及用捨旨触書〕 　　　　9.17 　 切紙 1通

28/2 ◦〔別紙申達書〕 　　　　9.20 進藤八郎右衛門→極楽寺 切継紙 （ 1通）

29 〔別紙両通申達書〕 　　　　9. 2 進藤八郎右衛門→極楽寺 切継紙 （ 1通）

30 〔魚鳥かたき買不及用捨旨申付書〕 　　　　9. 2 　 切継紙 1通
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備後国世羅郡西上原村　極楽寺文書（199205）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 数量

31 〔鳴物停止中差掛ル普請作事不及用舎
旨触書〕

　　　　9. 2 　 切紙 1通

32 〔浅野茂長芸州口一之先討手御免ニ付
通達〕

　　　　6. 　 切紙 1通

33 〔和宮実母観光院様御逝去ニ付鳴物停
止旨触書〕

丑（慶応元） 8.晦日 　 切継紙 1通

34 〔別紙申達書〕 　　丑. 9. 4 進藤八郎右衛門→今高野山龍
華寺・極楽寺

切紙 1通

35 〔別紙申達書〕 　　　　6. 進藤八郎右衛門→極楽寺 切継紙 1通

36 〔別紙申達書〕 　　　　7.22 進藤八郎右衛門→極楽寺 切紙 1通

37 〔別紙申達書〕 　　　　7.30 進藤八郎右衛門→極楽寺 切継紙 1通

38 〔別紙申達書〕 　　　　8. 3 進藤八郎右衛門→極楽寺 切紙 1通

39 〔別紙申達書〕 　　　　8. 進藤八郎右衛門→極楽寺 切紙 1通

40 〔別紙申達書〕 　　　 11. 進藤八郎右衛門→極楽寺 切紙 1通

41 〔別紙申達書〕 寅（慶応 2）正. 進藤八郎右衛門→極楽寺 切紙 1通

42 〔別紙両通申達書〕 　　　　6. 進藤八郎右衛門→極楽寺 切紙 1通

43 口上之覚　世羅郡西上原村（力之進逗
留之次第御尋ニ付申上候書付　西上原村極
楽寺）

子（元治元） 6. 極楽寺転誉→進藤八郎右衛門
殿

切継紙 1通

44 銀五郎書状（書入へ入筆ニ付見合依頼他） 子（元治元） 7. 6 →転誉様 切継紙 1通

45 〔夜中炮発禁止ニ付申談方再達〕 子（元治元） 7. 6 　 切紙 1通

46 〔天保弐朱金引替触ニ付申達書〕 （慶応 2） 4. 　 切継紙 1通

47 〔戎金銀取扱候者取締ニ付触書〕
※端裏に「寅正月写」とあり

丑（慶応元）12.19 大隅・備後→三郷惣年寄 切継紙 1通

48 〔生糸改印触ニ付申達書〕 寅（慶応 2） 2. 大隅・備後→三郷惣年寄 切継紙 1通

49 態触遣ス（質素節倹ニ付破魔弓等商売差
留メニ付触書）

寅（慶応 2） 4. 世羅郡御役所→甲山町年寄・
割庄屋共宛テ

切継紙 1通

50 〔別紙申達書〕
※ 50～75は 1括

子（元治元） 7. 芦田甚三郎・進藤八郎右衛門
→西上原村極楽寺

切継紙 1通

51 〔別紙申達書〕 子（元治元） 7. 芦田甚三郎・進藤八郎右衛門
→西上原村極楽寺

切継紙 1通

52 〔別紙申達書〕 　　　 正. 8 進藤八郎右衛門→極楽寺 切紙 1通

53 〔別紙申達書〕 　　　　2. 進藤八郎右衛門→極楽寺 切継紙 1通

54 〔別紙申達書〕 　　　　2. 進藤八郎右衛門→極楽寺 切継紙 1通

55 〔別紙京都板倉伊賀守 御達ニ付申達
書〕

　　　　2.朔日 　 切紙 1通

56 〔別紙申達書〕 　　　　2.27 進藤八郎右衛門→極楽寺 切紙 1通

57 〔別紙申達書〕 寅（慶応 2） 4. 進藤八郎右衛門→極楽寺 切紙 1通

58 〔別紙申達書〕 寅（慶応 2） 7. 8 進藤八郎右衛門→極楽寺 切紙 1通

59 〔別紙申達書〕 　　　　8.29 進藤八郎右衛門→極楽寺 切継紙 1通

60 〔別紙申達書〕 卯（慶応 3） 2.15 進藤八郎右衛門→極楽寺 切継紙 1通

61 〔危急之御用柄ニ付出頭方催促申達書〕 　　　　6.24 調役→極楽寺・雄四郎殿・徳
之助殿・直三郎殿

切継紙 1通

62 〔鳴物停止中差懸り普請作事不及用捨
旨触書〕

　　　　2. 3 　 切紙 1通

63 〔花山院前右府薨去ニ付鳴物停止触書〕 　　　　8. 　 切継紙 1通

64 〔主上崩御ニ付普請鳴物停止触書〕 　　　 12.29 　 切継紙 1通

65 〔溝口主膳正様弟勁蔵様御卒去ニ付諸
事穏便方触書〕

　　　　7.29 　 切紙 1通

66 大急申達（鳴物停止，代官廻村ニ付申達
書）

　　　 正. 8 世羅郡御役所→割庄屋共 切継紙 1通
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備後国世羅郡西上原村　極楽寺文書（199205）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 数量

67 〔一橋中納言徳川宗家相続ニ付触書〕 　　　　8.26 　 切紙 1通

68 〔魚鳥かたき買不及用捨旨達書写〕 　　　 正.21 世羅郡御役所→割庄屋共 進
藤八郎右衛門→極楽寺

切継紙 1通

69 〔古銀類引替方ニ付触書〕 　　　　5. 　 切継紙 1通

70 〔真鍮銭・文久銅小銭歩増通用ニ付触
書〕

（慶応元）閏5. 　 切継紙 1通

71 〔銀札通用方改正ニ付申達〕 　　　　7. 6 進藤八郎右衛門→極楽寺 切紙 1通

72 〔花火揚禁止ニ付触書〕 子（元治元） 7. 6 　 切継紙 1通

73 〔勤番所出頭方申達書〕 寅（慶応 2） 7.22 進藤八郎右衛門→極楽寺 切継紙 1通

74 申渡（浪人村上力之進数日逗留致させ候段
不行届ニ付屹度申付方有之所罪科赦免）

丑（慶応元）閏5. 進藤八郎右衛門→西上原村浄
土宗極楽寺転誉

切継紙 1通

75 〔山本誠一郎割腹遺書写〕 　　　 （4.13写） 　 切継紙 1通
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